
日時： 2018年7月20日（金）
16時30分～18時30分

場所： 日本医療機能評価機構 9階ホール

第39回「産科医療補償制度運営委員会」次第

１．開会
２．議事
１）第38回運営委員会の主な意見等について
２）制度加入状況等について
３）制度周知・広報等の実施状況について
４）審査および補償の実施状況等について
５）原因分析の実施状況等について
６）再発防止の実施状況等について
７）制度の収支状況について
８）補償対象外とされた事案の背景等について
９）その他

３．閉会



主な意見

妊産婦情報の登
録漏れへの対応
について

○ 妊産婦情報の登録漏れが実際に発生したことを踏まえ、事務局で行ってい

る登録漏れ防止のためのチェック方法の強化が必要ではないか。

原因分析報告書
における医学的
評価が一定水準
以下の事案への
対応について

○ 原因分析報告書の医学的評価が一定水準以下の事案については、1回目

の指摘であっても、分娩機関に改善に向けた取組み状況の報告を求めるこ

とを検討して欲しい。

○ 診療ガイドラインから大きく逸脱しているような事例があれば、分娩機関の

モチベーションを下げない形で早期に改善を持ちかけることが必要ではない

か。

次回制度見直し
に向けたロード
マップの提示に
ついて

○ 本制度は10年目を迎えたが、定期的に見直していくということが関係者の

共通認識だと思う。前回は6年目で改定をしたが、データが十分ではなかった。

今回の議論の中でも様々な課題が出ており、制度全体として考える必要が

あると思う。今後どのように議論をしていくのか、ロードマップが分かれば

教えて欲しい。

１）第38回運営委員会の主な意見等について
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（１）制度加入状況

分娩機関数は日本産婦人科医会および日本助産師会の協力等により集計

○ 制度加入率は99.9％である。
○ 未加入分娩機関に対しては、引き続き日本産婦人科医会と連携して働きかけていく。

２）制度加入状況等について
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○ 本制度は、「分娩予定の妊産婦情報をあらかじめ本制度専用Webシステムに登録し、分娩管
理終了後、妊産婦情報を分娩済等へ更新し、分娩数に応じた掛金を支払う」仕組みである。

○ 分娩予定年が2017年の妊産婦情報について、更新未済件数は0件であり、妊産婦情報の更
新が遅滞なく行われている。

（2018年7月20日現在）

区分 分娩機関数 加入分娩機関数 加入率（％）

病 院 1,196 1,196 100.0

診療所 1,602 1,599 99.8

助産所 441 441 100.0

合 計 3,239 3,236 99.9

（2018年6月末現在）

（２）登録された妊産婦情報の更新状況

区分 分娩胎児数

妊産婦情報の
更新済件数

掛金対象（分娩済、胎児死亡（22週以降）） 964,057

掛金対象外（胎児死亡（22週未満）等） 10,447

妊産婦情報の更新未済件数 0

合計 974,504

2017年1月～12月分娩予定の妊産婦情報



（３）廃止時等預かり金

２）制度加入状況等について

○ 廃止時等預かり金は、分娩機関の廃止や破産等の事由により、未収掛金の回収が困難
であると合理的に判断された場合に限り、未収掛金に充当できるものとし、加入分娩機関か
ら、1分娩あたり100円を徴収してきた。

○ 第27回運営委員会（2013年11月13日開催）において、廃止時等預かり金については、
当分の間、これまでに累積した廃止時等預かり金で賄うことが可能とされたため、
2015年1月分娩分より徴収を取り止めている。

○ 2018年6月末現在、制度創設以降の廃止時等預かり金の充当額は約31百万円となり、
残高は約603百万円である。

廃止時等預かり金の充当状況 （2018年6月末現在）

対象分娩機関数 充当額 （単位：百万円）

制度創設以降の累計 12 31
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（１）「産科医療補償制度ニュース10周年記念特別号」の発刊

３）制度周知・広報等の実施状況について

○ 本制度は2018年に制度創設10年目を迎えたことから、これまでの制度の取組み等を取り
まとめた「産科医療補償制度ニュース10周年記念特別号」を本年7月に発刊した。

○ 本ニュースでは、本制度の運営を通じて分かってきたこと、これまでの制度の変遷等を
紹介している。

○ 本ニュースについては、加入分娩機関、関係学会・団体、入所・通所施設、行政機関等へ
広く配布するとともに、本制度のホームページに掲載している。

○ 2018年は2013年出生児が補償申請期限である満5歳の誕生日を迎えており、また2014年
出生児についても来年1月から順次補償申請期限を迎えることから、約25の関係学会・団体
等の協力のもと、引き続き補償申請促進に取り組んでいる。

○ 運営組織では、円滑な補償申請に資するよう、必要に応じて保護者と分娩機関の間の
仲介等も含めた補償申請の支援を継続的に行っている。

資料1 産科医療補償制度ニュース10周年記念特別号

（２）補償申請促進に関する取組み状況
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ア）補償申請促進の取組み
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入院（入所）、通院（通所）中の医療機関（施設）で、医療者または職員から申請を勧められた

分娩機関から申請を勧められた

医療関係者以外から教えてもらった（例：夫、通院中の同じ病気の児の保護者 など）

「産科医療補償制度のご案内」や「産科医療補償制度の申請期限は満5歳の誕生日までです」と題したチラシを見た

本制度ホームページを見た

ブログを見た

（件）

３）制度周知・広報等の実施状況について
（２）補償申請促進に関する取組み状況
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○ 効果的な周知につなげることを目的として、補償申請を行った保護者計81名（※1）に対し、補償
申請を行ったきっかけについて電話によるヒアリングを実施した。

○ 結果、入院（入所）、通院（通所）中の医療機関（施設）で、医療者または職員から申請を勧め
られたケースが最も多く、次いで分娩機関から申請を勧められたケース、医療関係者以外から
教えてもらったケースが多かった。

○ これまで、脳性麻痺児が入所・通所する施設を中心に訪問を行い、補償申請促進の取組みへ
の協力を依頼するとともに、医療関係者や医療施設関係者に対して、関係学会・団体等の協力
のもと補償申請促進に関するチラシやポスターを送付しており、今後も継続的に行っていく。

○ 2014年にも同様に補償申請を行ったきっかけに関する電話ヒアリング（※2）を行っており、その結果も、入院（入所）、通院（通所）
中の医療機関（施設）で、医療者または職員から申請を勧められたケースが最も多かった。

（※2）2013年4月～2014年4月までに補償対象と認定された2009年出生児の保護者79名がヒアリング対象

イ）補償申請を行ったきっかけに関する電話ヒアリング結果

（※1）2018年4月～6月に運営組織に全ての補償申請書類が到着し受理通知を発出した事案がヒアリング対象



（１）審査の実施状況

（2018年6月末現在）

○ 2018年6月末現在、 3,214件の審査を実施し、 2,404件を補償対象と認定した。

４）審査および補償の実施状況等について

制度開始以降の審査件数および審査結果の累計

ア）審査委員会の開催および審査結果の状況

資料2 制度開始以降の審査件数および審査結果の累計（詳細版）

（※1）「補償対象」には、再申請後に補償対象となった事案や、異議審査委員会にて補償対象となった事案を含む
（※2）「補償対象外（再申請可能）」は、審査時点では補償対象とならないものの、将来、所定の要件を満たして再申請された場合、改めて審査するもの

児の生年 審査件数 補償対象（※1）
補償対象外

継続審議 備考
補償対象外 再申請可能（※2） 計

2009年 561 419 142 0 142 0 審査結果確定済み

2010年 523 382 141 0 141 0 同上

2011年 502 355 147 0 147 0 同上

2012年 516 361 155 0 155 0 同上

2013年～2017年 1,112 887 175 43 218 7 審査結果未確定

合計 3,214 2,404 760 43 803 7 －
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2013年出生児の補償対象件数等 （2018年6月末現在）

○ 2013年出生児は本年1月より順次補償申請期限を迎えており、2018年6月末現在、410件
の審査を実施し、補償対象が308件、補償対象外が94件、補償対象外（再申請可能）が7件、
継続審議が1件となっている。

○ 申請準備中となっている事案に関しては、分娩機関や補償請求者への状況確認を継続し
て実施し、申請書類の準備状況の確認、申請期限の注意喚起等を行うことにより、期限内
の漏れのない申請に向けた支援に取り組んでいる。

審査件数 410件

補償対象 308件

補償対象外 94件

補償対象外（再申請可能）（※1） 7件

継続審議 1件

（※1） 補償対象外（再申請可能）の7件は、審査中または申請準備中のいずれかに含まれる
（※2） 継続審議の件数、補償申請が行われ、運営組織にて補償可否の審査を行っている件数、および 「補償対象外(再申請可能)」と判定され

た後に、再申請がなされ、審査中であるものの件数
（※3） 分娩機関と補償請求者において補償申請に必要な書類等を準備中、および「補償対象外(再申請可能)」と判定され今後再申請書類の

提出が行われる見込みの件数

４）審査および補償の実施状況等について
（１）審査の実施状況

7

審査中（※2） 19件

申請準備中（※3） 35件

2013年出生児の審査中および申請準備中の件数



イ）補償対象外事案の状況

（2018年6月末現在）

審査結果 内容 件数 代表的な具体例

補償対象外

在胎週数28週以上の個別審査において
補償対象基準を満たさない事案

371
臍帯動脈血pH値が7.1以上

で､胎児心拍数モニターも所
定の状態を満たさない

児の先天性要因または児の新生児期の
要因によって発生した脳性麻痺の事案

180
両側性の広範な脳奇形、

染色体異常、遺伝子異常、
先天異常

本制度の脳性麻痺の定義に合致しない事案 96 進行性の脳病変

重症度の基準を満たさない事案 92 実用的歩行が可能

その他 21
補償対象外（再申請可能）で
あったが、再申請がなされな
かった事例

補償対象外
（再申請可能）

現時点では将来の障害程度の予測等が難し
く補償対象と判断できないものの、適切な時
期に再度診断が行われること等により、将来
補償対象と認定できる可能性がある事案

43
現時点の児の動作・活動状
況では、将来の障害程度の
予測が困難

合計 803

４）審査および補償の実施状況等について
（１）審査の実施状況
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（2018年6月末現在）

ウ）異議審査委員会の開催および審査結果の状況

○ 前回の運営委員会（2018年1月31日開催）以降、2018年6月末までに異議審査委員会を
3回開催し、不服申立のあった17件について審査が行われた。その結果、審査した17件全てが、
審査委員会の結論と同様に「補償対象外」と判断された。

異議審査委員会で審査した事案の
審査委員会における審査結果

異議審査委員会における審査結果

補償対象 補償対象外
補償対象外
（再申請可能） 継続審議

補償対象外 139（17） 3（0） 136（17） 0（0） 0

補償対象外（再申請可能） 5（0） 0（0） 0（0） 5（0） 0

合計 144（17） 3（0） 136（17） 5（0） 0（－）

（括弧内の数字は、前回の運営委員会以降の件数）

４）審査および補償の実施状況等について
（１）審査の実施状況

9



（２）補償金の支払いに係る対応状況

○ 前回の運営委員会以降、2018年6月末までに準備一時金が支払われた167件については、
いずれも補償約款に規定している期限内に支払いが行われており、迅速な補償を行っている。

○ 前回の運営委員会以降、2018年6月末までに補償分割金が支払われた1,055件については、
いずれも補償約款に規定している期限内に支払いが行われており、迅速な補償を行っている。

【参考：補償約款による定め】

・準備一時金は補償約款において、すべての書類を受領した日から、原則として60日以内に支払うと定められている。実際には、概
ね書類受領から25日以内に支払われている。

・補償分割金は補償約款において、誕生月の初日と全ての書類を受領した日のいずれか遅い日から、原則として60日以内に支払う
と定められている。実際には、概ね児の誕生月に支払われている。

４）審査および補償の実施状況等について
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（３）診断協力医に対する取組み状況

○ 専用診断書の作成実績のある医師に対して診断協力医への登録の依頼を継続してきた結果、
2018年6月末現在505名の登録をいただいている。内訳は、小児神経専門医286名、身体障害者
福祉法第15条指定医317名、小児神経専門医および身体障害者福祉法第15条指定医の両方の
資格を有する医師98名となっている。

４）審査および補償の実施状況等について
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資料3 補償認定請求用 専用診断書に貼り付ける写真についてのお願い

ア）診断協力医の登録状況

イ）診断協力医の負担軽減に向けた取組み

○ 従来、補償請求時に提出する専用診断書に貼付された児の写真では、児の姿勢や運動状況
を確認できず、重症度の基準を満たすかどうかの判断が困難であるとして、再度写真撮影を診断
医に依頼することがあり、診断医の負担となっていた。

○ そこで2018年4月に撮影方法の具体例を記した「補償認定請求用 専用診断書に貼り付ける

写真についてのお願い」チラシを作成し、診断協力医へご案内するとともに、児のご家族、診断
医にも広く周知を行っている。



５）原因分析の実施状況等について
（１）原因分析の実施状況

○ 2018年6月末現在、1,962件の原因分析報告書が承認されている。
○ 前回の運営委員会以降、2018年6月末までに原因分析委員会を2回開催した。

主な審議・報告項目

第87回原因分析委員会
（2018年2月6日開催）

・原因分析報告書の確認・承認状況についての報告
・原因分析報告書の「全文版（マスキング版）」の開示状況についての報告
・原因分析報告書送付後のご意見に対する対応について
・2018年4月以降の原因分析委員会による原因分析報告書の確認フロー
・原因分析委員会部会審議における確認事項等についての審議
・分娩機関に対する対応について

第88回原因分析委員会
（2018年5月29日開催）

・原因分析報告書の確認・承認状況についての報告
・原因分析報告書の「全文版（マスキング版）」の開示状況についての報告
・原因分析委員会部会審議における確認事項等についての審議
・分娩機関に対する対応について

ア）原因分析委員会・部会の開催状況や報告書作成状況

○ 「原因分析報告書における医学的評価が一定水準以下の事案への対応」については、第87回および第88
回原因分析委員会において、「分娩機関に対する対応について」として審議した。

○ 審議の結果、「『臨床経過に関する医学的評価』が一定水準以下であったとしても、当該事項についての指
摘が1回目である場合には、当該指摘事項に関する改善取組みについて、分娩機関から報告を求めることは
実施しない」との結論になった。

○ 原因分析委員会における主な意見（1回目から報告を求めることは実施しない理由）は次の通り。
・示された医学的評価を分娩機関が真摯に受けとめ自発的に改善するよう促すことが本制度の役割である
・「一般的な医療から著しくかけ離れていることが明らかで、かつ産科医療として極めて悪質であることが明ら
かである」と原因分析委員会が判断した場合、調整検討委員会に諮る仕組みが既に設けられている 等
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イ）原因分析報告書作成の迅速化・効率化に向けた取組み状況

５）原因分析の実施状況等について

○ 原因分析報告書作成の迅速化のため、これまでに、主に以下の取組みを実施してきた。

・原因分析委員会での報告書の確認・承認フローの見直し
・第七部会の設立による毎月42件（7つの部会で各6件）の報告書を取りまとめる体制の構築
・原因分析のもととなる「事例の概要」作成の早期着手と作業の効率化

○ これらの取組みにより、原因分析報告書未送付件数の削減、「事例の概要（案）」平均作成
日数（※1）の短縮化が図られている。

○ 上記取組みを継続的に進めていくことにより、来年度中には原因分析報告書の作成期間を
概ね1年にできる見込みである。（※2）

（※1）「事例の概要（案）」平均作成日数は、審査結果通知の発出日から「事例の概要（案）」の作成までの平均日数
（※2）仮に補償対象者数が現行と同水準で推移した場合の見込み

2016年3月末 2017年3月末 2018年3月末 2018年6月末

補償対象件数（累計） 1,625件 1,961件 2,312件 2,404件

原因分析報告書送付件数（累計） 909件 1,355件 1,751件 1,962件

原因分析報告書未送付件数 716件 606件 561件 442件

「事例の概要（案）」平均作成日数 273.6日 129.3日 63.1日 61.9日
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（２）原因分析報告書「別紙」対応の状況

５）原因分析の実施状況等について

○ 2018年6月末時点で、69機関に対し「別紙（要望書）」（※1） を送付し、特定の指摘事項に
関して一層の改善取組みを求める対応を行った。

○ 「別紙（要望書）」により改善を求めた事項としては、「胎児心拍数陣痛図の判読と対応」
についてが29件と最も多かった。

（３）原因分析報告書の公表・開示の状況

○ 原因分析報告書の「要約版」（※2）については、2018年6月末現在、1,918事例を本制度の
ホームページに掲載し公表した。

○ 原因分析報告書の「全文版（マスキング版）」（※3）については、2015年4月1日施行（2017年
2月28日一部改正）の「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」を踏まえ、2015年11
月より新たな要件のもとで開示対応しており、2018年6月末までに、6件の利用申請に対して、
延べ652事例について開示を行った。

（※1）同一分娩機関における複数事案目の原因分析を行った結果、これまでの原因分析報告書で指摘した事項について、ほとんど改

善がみられない、もしくは、同じような事例の発生が繰り返されるおそれがあると原因分析委員会が判断した場合、その指摘事
項に関して一層の改善を求める内容の「別紙（要望書）」を作成し、報告書に添付して分娩機関に送付している
また、「別紙（要望書）」送付から6ヶ月後を目途に、該当の分娩機関から、指摘事項に対する改善取組みについて報告を求め、
原因分析委員会において対応状況の確認を行っている

（※2）原因分析報告書の「要約版」とは、原因分析報告書の内容を要約したものであり、特定の個人を識別できる情報や分娩機関が特定
できるような情報等を記載していないもの

（※3）原因分析報告書の「全文版（マスキング版）」とは、原因分析報告書において、特定の個人を識別できる情報や個人が特定されるお
それのある情報、また分娩機関が特定されるような情報等をマスキング（黒塗り）したもの
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公表（開示）する情報 現行の公表（開示）方法
公表（開示）対象

【従来】 【今後】

要約版 本制度ホームページに掲載 全事例
公表を一旦停止（今後の公表に
ついては幅広い視点で検討）

全文版（マスキング版）
研究目的での利用に限り、所
定の手続きを経て個別に開示

全事例。但し、分娩機関または
保護者から開示に協力できない
旨の申し出があった事例は、開
示対象から除外

変更なし

○ 本制度では、高い透明性の確保と同種事例の再発防止や産科医療の質の向上を図ることを
目的として、個人や分娩機関が特定されるような情報を記載していない原因分析報告書の「要約
版」を公表している。

○ この度、本制度に係る新たなデータの開示について検討を行っている中で、法律家、政府関係
者から、個人情報の取扱いが明確化されたことを受け「要約版」は個人情報に当たると指摘され
たことから、公表することについて個人の同意を得ていない「要約版」の公表を一旦停止すること
とする。

○ 今後の公表については、公表の目的や効果、個人情報保護法に照らして必要となる手続き等
を踏まえ、幅広い視点で検討していくこととする。

○ また、学術研究目的で開示している原因分析報告書の「全文版（マスキング版）」については、
個人情報保護法の適用除外であり、かつ研究倫理指針に沿ってオプトアウトを実施していること
から、引き続き 「当機構が産科医療の質の向上に資すると考える研究目的での利用」に限り所
定の手続きを経て開示していく。

○ なお、個人情報の取扱いが明確化されたことを受け、来年1月を目処に標準補償約款・加入規
約に報告書の開示等を行うことがある旨を明記する予定である。
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５）原因分析の実施状況等について

（４）原因分析報告書「要約版」の公表の一旦停止について



「第8回 産科医療補償制度 再発防止に関する報告書」に記載されている「産科医療関係者に対する提言」「学会・職能団体に対する要望」
について（依頼）

○ 2018年3月に「第8回 再発防止に関する報告書」を公表し、委員長による記者会見を行った。

今回はより読み手に分かりやすく、手に取りやすい報告書となるよう、報告書の構成を見直し、
関連資料等については ホームページに掲載するなどして、ページ数を削減した。

○ 本報告書については、加入分娩機関に送付するとともに、関係学会・団体、行政機関、本制
度各委員会委員等に提供し、本制度のホームページにも掲載した。

○ また、本報告書の公表後、当機構からは「学会・職能団体に対する要望」について検討を
依頼する旨の文書を発出し、厚生労働省からは公表についての通知が出された。

○ なお、テーマに沿った分析で取り上げた「胎児心拍数陣痛図の判読について」の中から教訓
となる事例をリーフレットとして配布し、産科医療関係者により広く周知することとしている。

６）再発防止の実施状況等について
（１） 「第8回 再発防止に関する報告書」の公表

資料4 第8回 産科医療補償制度 再発防止に関する報告書

資料5

資料6 第8回産科医療補償制度再発防止に関する報告書の公表について（平成30年3月30日付 厚生労働省医政局総務課医療安全推進室長通知）
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（２） 「第9回 再発防止に関する報告書」に向けて

○ 2018年5月より、「第9回 再発防止に関する報告書」の取りまとめに向け審議を行っており、
2019年3月を目処に公表する予定である。

○ 本報告書では、2018年9月までの約2,000事例の原因分析報告書を分析対象とすることとして
いる。

○ 2010年出生児の原因分析報告書がすべて完成する見通しであることから、前回の2009年出生
児に引き続き2010年出生児分析を掲載することとしている。

構成 内容

テーマに沿った分析

胎児心拍数陣痛図について

原因分析報告書において主たる原因が明らかでない、または
特定困難とされているもの

産科医療の質の向上への取組みの動向
胎児心拍数聴取について、子宮収縮薬について、新生児蘇
生について、診療録等の記載について、吸引分娩について

原因分析がすべて終了した出生児分析
本制度の補償対象事例と全国の出生児との比較分析、本制
度の補償対象となった2010年出生児における専用診断書作

成時年齢での比較分析
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６）再発防止の実施状況等について



６）再発防止の実施状況等について

（３） 再発防止ワーキンググループの取組み状況

（４） 再発防止および産科医療の質の向上に関する取組み状況

○ ワーキンググループにおいて、「第5回 再発防止に関する報告書」のテーマに沿った分析で取り
まとめた「妊娠高血圧症候群について」をもとに、より専門的な分析を行った論文が、 2018年4月に、
医学誌のJOGR（※1） に掲載された。

○ 「第4回 再発防止に関する報告書」で学会・職能団体に対し要望した、「子宮内感染と胎児心拍
数陣痛図の研究」について、この度、再発防止ワーキンググループでの分析を開始した。

ア）学術集会における、「再発防止に関する報告書」等を活用した講演の状況

前回の運営委員会以降の講演

学術集会名 「再発防止に関する報告書」等を活用した講演の状況

第32回 日本助産学会学術集会（2018年3月） 産科医療補償制度 －産科医療の質向上を目指して－

第70回 日本産科婦人科学会学術講演会
（2018年5月）

（日本産婦人科医会共同プログラム）急速遂娩－産科医療補償制度原因分
析報告書からの教訓－

第54回 日本周産期・新生児医学会学術集会
（2018年7月）

医会共同プログラム（シンポジウム）「周産期医療の質と安全の向上に向け
て～産科医療補償制度再発防止に関する報告書からみた妊娠第3半期の双
胎管理の留意点～」

資料7

イ）再発防止に関するアンケートの実施

○ 今年度は「再発防止に関する報告書」等の利用状況を把握し、今後の再発防止の取組みの参
考とするため、加入分娩機関を対象にアンケート調査やインタビューを8月より実施する予定であ
る。 18

（※1） THE JOURNAL OF Obstetrics and Gynaecology Research

再発防止ワーキンググループにおける研究抄録
「Relevant obstetric factors associated with fetal heart rate monitoring for cerebral palsy in pregnant women with hypertensive disorder of pregnancy」



７）制度の収支状況について
（１）各保険年度の収支状況

○ 本制度の保険期間は毎年1月から12月までの1年間であり、各保険年度における収支状
況は下表のとおりである。

（2018年6月末現在、単位：百万円）

19

（※1）2015年以降の収入保険料については、 2015年1月の制度改定により1分娩あたりの保険料が30千円から24千円（掛金 16千円＋
返還保険料（剰余金）から充当 8千円）になっている

（※2）本制度は民間保険を活用しており、例えば2013年に生まれた児に係る補償は、 2013年の収入保険料で賄う仕組みである。補償
申請期限は児の満5歳の誕生日までとなっていることから、 2013年の補償対象者数および補償金総額は2019年まで確定せず、補
償原資は支払備金として将来の補償に備えて保険会社が管理する

（※3）補償対象件数および補償金総額が確定した時点で補償原資に剰余が生じた場合は、保険会社から剰余分が運営組織に返還さ
れることとなっており、2009年の契約においては約143億円、2010年および2011年の契約においてはそれぞれ約176億円、 2012年
の契約においては約169億円が運営組織に返還されている。なお、2018年6月末までに約261億円を保険料に充当している

区分 収入保険料 保険金（補償金） 支払備金（※2） 決算確定時期

2009年1-12月 31,525 12,270 ｰ（※3） 2015年

2010年1-12月 32,383 11,169 ｰ（※3） 2016年

2011年1-12月 31,800 10,380 ｰ（※3） 2017年

2012年1-12月 31,345 10,650 ｰ（※3） 2018年

2013年1-12月 31,177 9,150 19,333 2019年

2014年1-12月 31,195 6,900 21,334 2020年

2015年1-12月 24,096（※1） 6,300 15,063 2021年

2016年1-12月 23,864（※1） 3,600 17,627 2022年

2017年1-12月 23,170（※1） 450 20,094 2023年



（２）事務経費（2017年1～12月）

2017年 2016年

対前年

物件費 676 △56 732

会議諸費 99 △10 109

印刷製本費等 46 △5 51

賃借料等 133 ＋0 133

委託費 130 ＋12 118

システム運用費等 153 △19 172

その他経費
（広告宣伝費、消耗品費等）

115 △34 149

人件費
給与・報酬、
法定福利費等

334 △18 352

合計 1,011 △73 1,084

2017年 2016年

対前年

物件費 297 △10 307

印刷発送費、交通費、
会議関連費用等

8 0 8

事務所関係費、備品費、
機械貸借料、租税公課等

289 △10 299

本制度対応システムの
開発・維持費等

0 0 0

人件費 440 +21 419

契約管理事務支援、
商品開発・収支管理、
支払事務等に係る人件費

174 +3 171

一般管理業務等に係る
人件費

266 +18 248

制度変動リスク対策費（※1） 711 △17 728

合計 1,449 △5 1,454

○ 運営組織と保険会社における事務経費の内訳は、下表のとおりである。
○ 運営組織の事務経費は、物件費、人件費ともに減少し、前年対比で△73百万円の減少と
なった。

（単位：百万円）（単位：百万円）

（※1）長期に渡る保険金支払業務に伴う予期できない業務・システムリスク等に対応する費用

運営組織 保険会社

７）制度の収支状況について
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（３）運営組織の2017年度（2017年4月～2018年3月）収支決算

科目 決算額
前年

決算額
増減 備考

収

入

保険事務手数料収入 965 1,065 △100 集金事務費

その他収入 32 37 △5 登録事務手数料、原因分析
報告書開示手数料

当期収入合計（A） 997 1,102 △105

前期繰越収支差額 46 1 +45

収入合計（B） 1,043 1,103 △60

支

出

人件費等 356 351 +5 給与・報酬、法定福利費等

会議諸費 96 101 △5 会議費、旅費交通費、諸謝
金

印刷製本費等 56 49 +7 印刷製本費、通信運搬費

賃借料等 122 123 △1 事務所等貸借料、光熱水料

委託費 173 178 △5 事務代行、コールセンター、
集金代行、人材派遣等

システム運用費等 150 157 △7

その他経費
（広告宣伝費、消耗品費等）

98 98 0 消耗品費、雑費、租税公課
等

当期支出合計（C） 1,052 1,057 △5

当期収支差額（A-C） △55 45 △100

次期繰越収支差額（B-C） △9 46 △55

○ 収入合計は1,043百万円であり、主として保険事務手数料収入である。
○ 支出合計は1,052百万円であり、主たる支出は、人件費等が356百万円、委託費が173百
万円、システム運用費等が150百万円である。

○ 補助金の交付確定額は73百万円であり、支出は諸謝金の73百万円である。

科目 決算額
前年
決算額

増減 備考

収

入
補助金
収入

73 73 0
制度の普及
啓発、原因
分析・再発
防止

当期収入
合計（A） 73 73 0

支

出諸謝金 73 73 0
委員会・部会
等出席、原因
分析報告書
作成謝金

当期支出
合計（B） 73 73 0

当期収支
差額（A-B） 0 0 0

（単位：百万円） （単位：百万円）事務経費（2017年度決算） 補助金会計（2017年度決算）

７）制度の収支状況について
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（４）運営組織の2018年度（2018年4月～ 2019年3月）収支予算

○ 収入合計は1,116百万円を見込んでおり、主として保険事務手数料収入である。
○ 支出合計は1,116百万円を見込んでおり、主たる支出は、人件費等で369百万円、システ
ム運用費等で178百万円、委託費で152百万円を見込んでいる。

○ 補助金の交付予定額は100百万円であり、支出は諸謝金の100百万円を見込んでいる。

（単位：百万円） （単位：百万円）事務経費（2018年度予算） 補助金会計（2018年度予算）

科目 予算額 備考

収

入

保険事務手数料収入 1,083 集金事務費

その他収入 32 登録事務手数料、原因分析
報告書開示手数料

当期収入合計（A） 1,116

前期繰越収支差額 0

収入合計（B） 1,116
支

出

人件費等 369 給与・報酬、法定福利費等

会議諸費 135 会議費、旅費交通費、諸謝金

印刷製本費等 71 印刷製本費、通信運搬費

賃借料等 131 事務所等貸借料、光熱水料

委託費 152 事務代行、コールセンター、
集金代行、人材派遣等

システム運用費等 178

その他経費
（広告宣伝費、消耗品費等）

81 消耗品費、雑費、租税公課等

当期支出合計（C） 1,116

当期収支差額（A-C） 0

次期繰越収支差額（B-C） 0

科目 予算額 備考

収

入
補助金収入 100 制度の普及啓発、

原因分析・再発防止

当期収入合計（A） 100

支

出
諸謝金 100 委員会・部会等出席、

原因分析報告書作成謝金

当期支出合計（B） 100

当期収支差額（A-B） 0

７）制度の収支状況について
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８）補償対象外とされた事案の背景等について
（１） 2009年から2012年までに出生した児の審査の状況

○ 審査が既に完了している2009年から2012年までに出生した児の審査の状況は以下の
とおりである。

○ 補償対象外となる割合は、全体（一般審査と個別審査の合計）では約30%となっており、
一般審査では約20%、個別審査では約50%となっている。

補償対象
1,517

（72.2%）

補償対象外
584

（27.8%）

全体
（一般審査と個別審査の合計）

補償対象
1,253

（81.0%）

補償対象外
293

（19.0%）

一般審査

補償対象
264

（47.6%）

補償対象外

291（※1）

（52.4%）

個別審査
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（※1）個別審査において補償対象外とされた291件のうち、個別審査基準を満たさないことで補償対象外とされた事案は283件。残りの8件は
個別審査基準は満たすものの除外基準に該当する事案や重症度の基準を満たさない事案であるとされ補償対象外とされた事案

N=2,101 N=1,546 N=555



（２） 2009年から2012年までに出生した児の補償対象外となった事案の状況

○ 2009年から2012年までに出生した児の補償対象外となった事案の内訳は以下のとおりで
ある。

○ 補償対象外とされた584件のうち、個別審査基準を満たさないことで補償対象外とされた
事案が283件（48.5%）と最も多くなっている。

○ なお、個別審査基準を満たさないことで補償対象外とされた283件のうち、約80%の事案

は、除外基準に該当せず、かつ重症度の基準も満たすことが明らかと考えられる事案であ
り、前述の一般審査において補償対象となる割合と同程度であった。

内容 件数 割合

個別審査基準を満たさない事案（在胎週数28週以上の個

別審査において補償対象基準を満たさない事案）
283 48.5%

除外基準に該当する事案（児の先天性要因または児の新
生児期の要因によって発生した脳性麻痺の事案）

127 21.7%

本制度の脳性麻痺の定義に合致しない事案 77 13.2%

重症度の基準を満たさない事案 79 13.5%

その他 18 3.1%

合計 584 100.0%

８）補償対象外とされた事案の背景等について
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（参考）補償対象となる脳性麻痺の基準について

８）補償対象外とされた事案の背景等について
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１．補償対象基準

在胎週数や出生
体重により、一般
審査の基準と個別
審査の基準がある

2014年12月31日までに出生した児 2015年1月1日以降に出生した児

【一般審査の基準】

出生体重2,000ｇ以上かつ在胎週数33週以上 出生体重1,400ｇ以上かつ在胎週数32週以上

【個別審査の基準】

在胎週数が28週以上であり、かつ、次の（一）又は
（二）に該当すること

（一）低酸素状況が持続して臍帯動脈血中の代謝
性アシドーシス（酸性血症）の所見が認められ
る場合（pH値が7.1未満）

（ニ）胎児心拍数モニターにおいて特に異常のな
かった症例で、通常、前兆となるような低酸素
状況が前置胎盤、常位胎盤早期剥離、子宮破
裂、子癇、臍帯脱出等によって起こり、引き続き、
次のイからハまでのいずれかの胎児心拍数パ
ターンが認められ、かつ、心拍数基線細変動の
消失が認められる場合

イ 突発性で持続する徐脈
ロ 子宮収縮の50％以上に出現する遅発一過
性徐脈

ハ 子宮収縮の50％以上に出現する変動一過
性徐脈

在胎週数が28週以上であり、かつ、次の（一）又は
（二）に該当すること

（一）低酸素状況が持続して臍帯動脈血中の代謝
性アシドーシス（酸性血症）の所見が認められ
る場合（pH値が7.1未満）

（二）低酸素状況が常位胎盤早期剥離、臍帯脱出、
子宮破裂、子癇、胎児母体間輸血症候群、前
置胎盤からの出血、急激に発症した双胎間輸
血症候群等によって起こり、引き続き、次のイ
からチまでのいずれかの所見が認められる場
合

イ 突発性で持続する徐脈
ロ 子宮収縮の50％以上に出現する遅発一過
性徐脈

ハ 子宮収縮の50％以上に出現する変動一過
性徐脈

ニ 心拍数基線細変動の消失

ホ 心拍数基線細変動の減少を伴った高度徐
脈

ヘ サイナソイダルパターン
ト アプガースコア1分値が3点以下
チ 生後1時間以内の児の血液ガス分析値（pH値
が7.0未満）

２．除外基準 先天性や新生児期の要因によらない脳性麻痺であること

３．重症度の基準 身体障害者手帳１・２級相当の脳性麻痺であること



（参考）補償対象基準の考え方について

【一般審査の基準】

○ 一般審査については、未熟性が原因である脳性麻痺は基本的にないと考えられたことか
ら、分娩との関連を否定できない場合は広く補償する趣旨で、一定以上の在胎週数・出生
体重を一律に補償対象（※1）としている。

【個別審査の基準】

○ 個別審査については、基準となる在胎週数や出生体重からすると未熟性が原因である脳
性麻痺が多いと考えられたことから、所定の基準で分娩時の低酸素状況が確認できるもの
に限り、分娩に関連する脳性麻痺として補償対象（※1）とし、それ以外は補償対象外としてい
る。

（※1）実務的には、補償認定のため他に除外基準や重症度の基準があり、審査過程で先天異常が明らか
な原因となるものや重症度が軽度なものは除かれる。

８）補償対象外とされた事案の背景等について
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○ 本制度では、分娩に関連して発症した重度脳性麻痺を補償対象としており、制度発足時
より補償対象基準として、「一般審査の基準」と「個別審査の基準」の2つの基準を設けて
いる。

○ 「一般審査の基準」と「個別審査の基準」のそれぞれの考え方は以下のとおりである。



（３）個別審査基準を満たさないことで補償対象外とされた事案の背景

○ 個別審査基準を満たさないことで補償対象外とされた283件について、その事案の背景を
確認したところ、約70%の事案において下表の「分娩に関連する主な事象」

（※1）
が生じてい

ることが確認された。

個別審査補償対象外事例の
「分娩に関連する主な事象」

件数 割合

下記のいずれかあり 189 66.8%

早産前期破水 86 (30.4%)

子宮内感染 64 (22.6%)

一絨毛膜性双胎 44 (15.5%)

低置・前置胎盤からの出血 35 (12.4%)

常位胎盤早期剥離 7 (2.5%)

子宮破裂（切迫子宮破裂を含む） 6 (2.1%)

臍帯脱出 1 (0.4%)

上記のいずれもなし
（※2） 94 33.2%

８）補償対象外とされた事案の背景等について
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【重
複
あ
り
】

（括弧内は合計283件における割合）

（※1）「分娩に関連する主な事象」は、顕在的な産科的事象のうち主なもので、分娩機関で診断されたものを集計
（※2）「分娩に関連する主な事象」がいずれもない94件のうち、約90%の事案において「切迫早産抑制不能」や「胎児機能不全」等が生じていた



○ 個別審査基準を満たさないことで補償対象外とされた283件については、何らかの分娩に

関連する事象が生じたことにより医療介入が必要と判断され、緊急帝王切開または予定帝
王切開が行われた割合が、約80%であった。

○ なお、経腟分娩であった61件についても、その事案の背景を確認したところ、90%以上の

事案において「切迫早産抑制不能」「早産前期破水」等により経腟分娩に至ったことが確認
された。

８）補償対象外とされた事案の背景等について
（３）個別審査基準を満たさないことで補償対象外とされた事案の背景

経腟分娩
61

（21.6%）

予定帝王切開
43

（15.2%）

緊急帝王切開
179

（63.3%）

分娩様式の内訳

28

N=283



○ 個別審査基準を満たさないことで補償対象外とされた283件と個別審査基準を満たし
補償対象とされた264件について、その背景を比較したところ、分娩に関連する事象が同じ
でありながら、個別審査基準を満たす事案と満たさない事案が存在していた。

○ また、一絨毛膜性双胎や低置・前置胎盤からの出血は個別審査基準を満たさない事案が
多く、一方、常位胎盤早期剥離や臍帯脱出、胎児母体間輸血症候群は個別審査基準を満
たす事案が多かった。

８）補償対象外とされた事案の背景等について
（３）個別審査基準を満たさないことで補償対象外とされた事案の背景
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個別審査基準を満たさない事案の
分娩に関連する主な事象（再掲）

個別審査基準を満たす事案の
分娩に関連する主な事象

件数 割合 件数 割合

下記のいずれかあり 189 66.8% 133 50.4%

早産前期破水 86 (30.4%) 66 (25.0%)

子宮内感染 64 (22.6%) 52 (19.7%)

一絨毛膜性双胎 44 (15.5%) 25 (9.5%)

低置・前置胎盤からの出血 35 (12.4%) 12 (4.5%)

常位胎盤早期剥離 7 (2.5%) 79 (29.9%)

子宮破裂（切迫子宮破裂を含む） 6 (2.1%) 4 (1.5%)

臍帯脱出 1 (0.4%) 5 (1.9%)

胎児母体間輸血症候群 0 (0.0%) 4 (1.5%)

上記のいずれもなし 94 33.2% 131 49.6%

合計 283 100% 264 100%

【重
複
あ
り
】

（括弧内は合計283件における割合） （括弧内は合計264件における割合）



９）その他
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国際学会等における本制度に関する講演

○日本
• 2018年4月13日、14日に開催され、世界44

カ国の閣僚や医療関係者が参加した第3
回世界閣僚級患者安全サミットにおいて、
イブニングセッション｢日本の制度の紹介」
が企画され、その中で本制度の紹介を
行った。

○英国
• 2018年8月に出版予定の書籍 “Global 

Patient Safety Law, Policy and 
Practice”(Edited by John H. Tingle, Clayton 
Ó Néill, Morgan Shimwell, © 2019 –
Routledge)に本制度に関する寄稿文が掲
載される予定である。

• 当該出版について、英保健省と在日本英
国大使館、および産科医療補償制度の創
設に関心を示している伊フィレンツェの
WHOコラボセンターである Centre for 
Clinical Risk Management に情報提供を
行った。



９）その他
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○台湾
• 2018年4月21日に、台湾において、Taiwan 

Patient Safety Culture Club(TPSCC)と米国の
Patient Safety Movement Foundation(PSMF)
が主催する”The National Joint Action for 
Patient Safety- 0x2020 Rally”が開催され、

患者安全サミットの概要について講演し、
その中で産科医療補償制度について言及
した。

○中国
• 2018年4月28日に、中国海南省博鳌で開

催されたInternational Forum on Medical 
Quality and Safety & QCC Competitionにお
いて、主催者とISQuaによる国際セッション

が企画され、その中で当機構の事業や患
者安全サミットについて触れるとともに、産
科医療補償制度について言及した。



９）その他
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○イタリア
• 2018年4月24日付 Quotidianosanita (Daily Health) 

に、本制度に関する記事が掲載され、“脳性麻痺
－その発症のコストは誰が負担するのか？日本

では、家族に対して補償する特別な制度が創設
された。イタリアでもこの制度を創設しよう。“ など
と述べられている。

• 記事には、2017年11月の講演で使用したスライ
ドが転載されている。

• 本年9月には、ローマ大学及びミラノ大学で開催

される本制度のワークショップで招待講演が予定
されている。

○タイ
• 2017年3月15日に、The Healthcare 

Accreditation Institute (Public Organization), 
Thailandが主催する18th HA National 
Forumにおいて本制度について講演を
行った。
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